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中等教育の歪みと青少年の諸問題

一 非行を巾心 と して

池 到 郎*

DistortionofSecondaryEducationandProblemsofJuveniles

OnDelinquency‐

ICYllT'OIKEDA

(1976年9月24日 受i理)

1.は じ め に

昭和49年 度 の 刑 法 犯 総検 挙 人 員 は363,309人 で,う ち 少年 は115,453人 と31・8%を しめ

て お り,前 年 度 に 比較 して6.7%の 増 加 率 を示 して い る1).こ れ に触 法 少年 以 下 を 加 え る

と 青少 年 非 行 は さ らに増 加 す る.警 察 庁 報 告 を年 度別 に み る とつ ぎの よ うに な る・
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現 在 の 青 少 年 非 行 は わ が 国 の 文 教 政 策 お よび 少 年 警察 の 最 大 の 重要 課 題 とい わ ね ば な ら

な い.

19世 紀 の 非 行 につ い て の 考 え 方 は 単一 要 因 説 が 一 般 で あ り,内 山の 示 して い る よ うに 道

徳 的 退 化(ethicaldegeneration)あ る い は感 情,愛1:11お よ び 行 動 力 の 病 的倒 錯(morbid

perversion)と して 特定 の 異 常 形 態 で あ る とす るGrohmalmやPrichardの 考 え 方 が 行

な わ れ て い た2).こ れ らはLombrosoに よ っ て 犯 罪 人 類 学 と して 発展 した が,・ 今世 紀 に

な って か らは この よ うな 宿 命論 的 な 犯 罪 素 因 論 は もは や 成 立 しな くな った.

非 行 は 抑 圧 に よ るfrustrationを 外 部 に 対 して 放 出 す る行 動で あ り,抑 圧 が なけ れ ば 発

生 す る もの で は な い.Coleは 非 行 の 要 因 と して 遺 伝 的要 因,家 庭 的要 因,学 校 の 要 因 に

大 別 し,さ らに各 要 因 を 細 分析 して い る3).ま たBurtは よ り多 くの 因 子 の 存 在 を あげ て

非 行 の 多要 因 説 を説 き,非 行 の な い 少年 は 平 均3個 の 因 子 を もつ の に対 し,非 行 少 年 の ば
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あい は9～10個 の 因 子 の 存 在 を 見 い だ して い る4).

この よ うな 多 要 因 説 を 整 理 して,青 少年 非 行 の 背 後 に2つ の 要 素 と して の 心 理 機 制 の 存 在

を考 え る こ とが正 しい.そ れ は非 行 的 傾 向 を青 少年 自身 が 心 理 的 に 内在 させ て い る こ と と,

その 上 に偶 発 的 条 件 が お こ る こ とで あ る.つ ま り潜 在 的非 行 性(potencialdelinquency)

と行 動 的環 境(behavioralenvironment)と して の 犯 因 的条 件,Kanner5)の い う/禺然 的

挫 折(casualbreakdown)で あ る.非 行 的 傾 向 とい う 可能 性 と犯 因 的行 為 条 件 が相 乗 的

に 作 動 した と きに非 行(delinquecy)は 発 生 す る.

非 行 の 定 義 は 一義 的 に規 定 す る こ とは で き な い.そ れ は非 行 者 の 環 境,非 行 の行 な わ れ

た状 況 に よ って 判 定 規 準 が 異 な るか らで あ る.同 じ粗 暴 行 為 で も街 頭 で 行 な わ れ て検 挙 さ

れ た と きは 非 行 と判 断 され,学 校 内で 生 活 指 導 の 対 象 と な った と きは黙 認 され る.し た が

って定 義 よ り も集 団 の な かで の 個人 の 行 動 機 制 を考 慮 しな け れば な らな い.一 応 の解 釈 と

して 「犯 罪 ま た は そ れ と密 接 な 関 係 を有 す る不 良 行 為6)」 と して 犯 罪 につ な が るお そ れ の

あ る好 ま し くな い行 為 と しか定 義 づ け よ うが な い.

本稿 で は青 少 年 非 行 増 加 の傾 向 を 生 じ させ た要 因 と して 潜 在 的 非 行 性 に学 力 を,犯 因 的

行 為条 件 と して 就 職 後 の 不定 着 性 を,さ らに 両 者の 遠 因 と して 中 学 校 教 育 の 歪 曲の 問 題 を

そ れ ぞ れ 中学 校 在 籍 者 お よ び 中 学 校 卒 業 後 直 ち に就 職 した 者に主 眼 を お いて 考 察 した.そ

れ は 現 在 の 中学 校 教 育 が 教 育 改 革 の 行 な わ れ た 当 初 の 民 主 的 理 想 像 か ら次 第 に逸 脱 し,高

等 学 校 の 〕つ備校 化1二選 別 教 育 の 場 上な った 現 状 か ら,原 点 に帰 って 考 え 直 す 必 要 が あ る と

思 うか らで あ る.

2.中 学校教育の歪み

1960年(昭35)!月 の新安保条約調印か ら同年7月 の発効に至るまでの6か 月にわたる

学生 ・労働者を中心とする反対闘争は戦後最大の混乱を引きおこした.同 時に成立 した池

田内閣は 「人づ くり」政策の名の下に高度経済成長政策に従属 した能力主≡義と道徳教育を
一k柱として中央教育審議会の教育改革構想へと進んでい

った.こ こにみのがすことのでき

ないのは後期中等教育多様化の問題であり,し かもそれが前期中等教育の段階からすでに

計画されているところである.

1965年(昭40)に 全国高等学校長協会 と日経連教育特別委員会は相前後して前者は中学

校の教育は 「能力 ・適性を無視 して同質の教育を与えられることは決して平等でも機会均

等でもない7)」と規定 して個性をイ申ばすという名Uで 進路指導の重要性を説 き,後者は 「就

職者に対する進路指導については変化のはげしい今日経済社会の実態を充分把握の上8)」

その能力 ・適性に応 じた指導の必要性を要求している.

さらに[_11経連常任委員会は1969年(昭44)9.月18日 に 「教育の基本間題に対する提言」

と 「教育の基本問題に対する産業界の見解」を発表している.こ れ らに述べ られている中

等教育に関する事項のなかでとくに前期中等教育に関してつ ぎのところが 注目され る.

「われわれ産業界としては生徒の特性が充分生かされるように中等教育を多様化する必要

があると考える.し かも従来の中等教育が進学中心に考えられた気味があり,直 ちに実社

会にはいる者に対する教育がなおざりにされてきたことは遺感なことである.中 等教育多

様化のひとつの方策として産業社会がもっとも必要としている専門的な職業人を積極的に
............................

養 成 す る こ とが 検 討 され るべ きで あ ろ う9)」(傍 点 筆 者)も っ と も 「単 な る知 識,技 能 の教
　 　

育に偏することなく,正 しい職業観を1函養する上ともに人間形成にも主眼を置く」 と付け

加えてはいるものの,明 らかに産業界の要請に応 じた忠実な下級労働者の養成を目標とし,
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いわゆるブルーカラー階層を早期から選別教育 しようとする意図が読みとれる.

産業界の中等教育に対する要望はこの他さまざまの様式で出されているが,一一応 「基礎

学力の禰養」を唱っているものが多い.し か し基礎学力という極めて抽象的な表現は何を

意味しているか理解することは困難である.一一・般に大企業は英語,数 学,国 語の理解力で

あったり,協 調性,創 造性,忍 耐力 といったpersonalityの 領域にまで至 ったもので あっ

たりして,本 心はともあれ表面上はこのような表現をとらざるを得なかったのは教育基本

法の精神からして当然のことであった.小 企業以下は 「す ぐに役立つ知識と技術」を要求

し,む しろ正直 さを感 じさせるものであり,大 企業のいいたくてもいえない代弁者の働 ら

きをしていた.し か しこれ らの要望は中等教育を如何にしてゆ くべきかについての具体策

とはなり得ないままにやがて複線化への方策を求めるようになった.こ れについては後に

述べる.

戦後の民主的教育改革の制度的な主柱である単線型教育制度が制定され,不 完全な内容

と設備なが ら前期中等教育の完全義務化と 「義務教育ではないが,い わばこれに準ずる性

格を与え られて発足10)」した後期中等教育が確立して高等学校進学率も1950年(昭25)に

全国平均で41%で あったものが59年(昭34)に55%,高 校生急増期の63年(昭38)に64%,

64年(昭39)に は69%と 上昇をつづけ,69年(昭44)に は80%を こえている.な かでも東

京,神 奈川,京 都,大 阪,広 島のLI_都府県では90%を うわまわっており,と くに東京,大

阪においては99%に 達 しているll).さ らに75年(昭50)に は全国平均の伸び率はやや小 さ

くなったとはいえ91.9%(男 子91.0%,女 子93.0%12))と なった.し たがって早 くから高

等学校全入問題が国民運動化しはじめ,そ の象徴化された例を後には教育問題以外による

圧力によって崩壊させられたとはいえ高知県にみることができる.同 県においては1950年

代に公立高等学校全員無試験入学制度が確立されていた.1956年(昭31)の 教育委員の任命

制化にあたって公選制選出の最後の同県教育委員会は 「この措置は県下いずれの土地の青

少年にもひとしく教育の機会を与えることと,本 県が教育の後進県に甘ん じることのなき

を期したものであって,当時県民の総意に聴き,そ の支持の下に実現を見たのであった13)」

として地方財政の窮迫にもかかわらず中等教育の歪曲と機会均等を失うおそれのためにこ

れを維持することを県民に訴えている.こ れを受けて高知県教職員組合は父母と教師の学

習資料 として入試制度について「中学校は高等学校の準備校化し,入学試験でよい点をとっ

て人に勝つ ということが学校にゆく唯 一の〔的をもっている14)」とし,本 来60%(当 時)の

進学 しない生徒をふ くめてあらゆる子どもの能力を伸ばすために最大限の時間をかたむけ

るべきであるにもかかわらず,そ れをおこなおうとする学校および教師に対 して圧力が加

えられつつある事実を指摘 している.

現場の高等学校教諭は 「これまで も高等学校(全 日制)は 中学までの義務教育段階に生

まれているいろいろなゆがみを就職する 一部の生徒を切り捨てて学校の格差毎にひきつぎ,
...............

それをいっそうひろげるという役割を果 してきた15)」(傍点筆者)と いっているように,就

職組と進学組の差別は進学組の圧倒的増加とともにますますはげしさを加えている.そ し

てこれは当然の帰結としてできる生徒の競争心 と優越感を,反 対に学業不振生徒を中心と

する就職組,あ るいは実業高校生,定 時制高校生の劣等感を生みだした.こ れを端的に示

しているものが当時はエリー ト進学校とされていた東京都立日比谷高等学校生徒のつぎの

発言である.

A「 ……いまのような教育がおこなわれていることも多数の人間がその教育に不満をも

っていないか らで しよう」
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大 江(健 三 郎)「 不 満 が小 尾 教 育 改 革 と して あ らわ れ て い る じ ゃな いで す か 」

A「 その 時 代 で 多 くの 人 に支 持 さ れ た考 え が社 会 を動 か す の で す ね.い ま の と こ ろ受 験

地獄 が あ り,解 決 がせ ま られ て,教 育正 常 化 の 動 きが あ りま す.正 常 とは 最 大 公 約 数 が 正

しい と 思 う こ とで す.民 主 主 義で は 多 数 が 権 力 を もつ わ け だ か ら,権 力 を もつ 多 数 が こ う

して ほ しい と い う方 向 に教 育 改 革 は 動 い て い きま す.そ こで 最 大 公 約 数 とは 無 縁 にぼ く個

人 の もつ 教 育 の理 想で す が,ぼ くは ぼ く以 外 の 人 間 が ぼ くよ り劣 った 環 境 で,ぼ くよ り能

力 が 高 くな らな い よ うに 教 育 され る こ と,つ ま りぼ くだ け が 甘い汁 を吸 え る こ と が理 想 で

す.世 界 の 一番 上 に立 って 有 利 な/_活 を した い と い う こ とで す.た だ それ を金 銭 とか 名 誉

とか せ ま い 意 味 で 解 釈 して ほ し くな い の で す.ぼ く もい い 友人 が ほ しい し,美 しい 音楽 も

聞 き たい.博 愛 的 な 行 為 で ぼ くの 欲 求 を満 たせ るな ら人 々の 助 け に もな りま しよ う.非 現

実 的 な 結 論 で 実 現 され そ う もあ り ませ ん.実 現 しよ うと 思 えば ぼ くは不 利 益 な 扱 い を受 け

るか ら社 会 の 機 構 に従 って 生 きて い くだ けで す16)」

この 発 言 にみ られ る荒 廃 しき った選 良 意 識 と連 帯 感 の喪 失 を 醸成 した もの は,と り もな

お さず 番 町 小 学 校 麹 町 中学 校 一 日比 谷 高 等 学 校 とい う能力 主義 に裏 打 ち され た 競 争

体 制 の 結 果 形 成 され たpersonalityを しめ して い る.こ れ は 戦 前 のll=一(制高等 学 校 の寮 歌 や,

二 ・二六 事 件 の 反 乱軍 将 校 の 作 詞 と伝 え られ,陸 軍 で 広 く唱 わ れ た 「昭和 維新 の 歌 」 にみ

られ る選 良 意 識 と使 命 感 を濃 厚 に もつpersOnalityと 同 質 の もの で あ る.

対 称 的 な例 を高 等 学 校 三 原 則 を強 固 に 維持 して い る珍 ら しい 存 在 と して 京 都 府 の 教 育 を

あげ る こ とがで き る.京 都 府 立 鴨折 高 等 学 校 卒 業 式 の 答 辞17)と 送 辞 に読 み とれ る もの は強

い 連 帯感 と社 会 に対 す るア プ ロ ーチ,自 分 達 の 置か れ て い る社 会 の 認 識 で あ る.

「… … この よ うな 状 態 を 生 ん だ 原 因 は 社 会的 にみ れ ば 年 々は げ し くな って ゆ く入 試 競 争

に よ って 個 人 個 人 がバ ラバ ラ に され,自 分 の 悩 み や 人 生 観 を話 し合 う場 が な く,ゆ がん だ

形 で 欲 求 不 満 を解 消 しよ う と した り,た だ 自分 さえ よか った らよ い と い う考 え に お ち い っ

て い る人 が 多 くな って い る と こ ろ に あ る と思 い ます 」

極 端 な 能 力 主義 教 育 に よ る 中等 教 育は これ らの 優 越 感 と競 争意 識 の み を も った 生徒 を 生

み だす 反 作 用 と して,・ 方 で は 授 業 につ い て い け な い 多 くの 生 徒 をつ く りだ して い る こ と

は い うまで もな い.つ め込 み教 育 の結 果 と して学 習 意 欲 を 喪 失 し,「 た だ他 人 の 学 習 を 妨

害 しな い た め にひ た す ら静 座 し,だ ま っ て 耐 え て い る こ と を 余 儀 な く され て い る お客 さ

ん18)」と呼 ば れ て い る生 徒 が 輩 出 す る.

学 習者 の学 習態 度(attitude)と その 達 成 度 に応 じて カ リキ ュ ラム は 構 成 され な け れ ば な

らな い が,義 務 教 育の カ リキ ュ ラム は学 習指 導要 領 に よ って 学年 ご と に規 定 され,原 則 と

して す べ て の 児童 ・生 徒 に もそ れ を学 習 させ る こ とを た て ま え と した もの で あ る.こ れ が
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た て ま え通 りに 完 成 され て い るか ど うか を教 育 者 を対 象 と して 質 問 した結 果19)が 第2表 で

あ る.

一 般 的 な傾 向 と して い え る こ とは約 半 数 の 子 ど もが カ リキ ュ ラ ム を消 化 で きて い な い し,

三 分 の 一・あ る い は四 分 の …しか理 解 で きて い な い.た て まえ と して は す べ て の 生 徒 に もわ

か るは ず の 学 習 が 中学 校 教 諭 に あ って は そ の30%以 上 が 三 分 の 一な い し四 分 の 一 の 生 徒 し

か 理 解 で きて い な い こ と を認 め ざ る を 得 な い 状 態 で あ る.

カ リキ ュラ ム を消 化 で きな い生 徒 はふ つ う学 業 不振 生徒 と呼 ば れ て い るが,ど の よ うな

生 徒 を い うか につ いて は 「教 師 の 意 識 お よ び レベ ル に よ って 変 って くる20)」の で 明 確 な 定

義 づ け は 困 難 で あ るが,一 般 論 と して い え ば 「学 業成 績 が 知 能 に比 較 して 著 し く低 い 者 で あ

り,何 らか の処 置 に よ って学 習 成 績 の 上 昇 が 可 能 な もの つ ま りunderachieverで あ る21)」

とす るの が よ いで あろ う.従 って ソ ビエ トの 欠 陥学 の対 象 とな って い るよ うな 先 天 的 異 常

児 と考 え る こ とは 誤 って い る.

す で に小 見 山22)は 学 業 不 振 に対 して

1)… 定 の 学 力 水 準 に達 しな い と き

2)平 均 学 力 よ り も比 較 的 劣 って い る と き

3)個 人 間 に 不 均 衡 な 学 力 の あ る と き

とい う定 義 を 与え て い た が,の ち に学 習 者のpersonalityとattitudeを 無 視 で き な い と

ころ か ら

1)知 能 に 比 して学 力 が 劣 って い るば あい

2)全 教 科 に わ た って学 業 の 不 振 の ば あい

3)特 殊 の教 科 に だ け 不振 の み られ るば あい

と修 正 して い る.

こ れ はWatson23)が 行 動 主 義Behaviorismを 発表 した と き,人 間 行 動 を刺 激 → 反 応 の

機 制 に お い て の み と らえ た が,後 に 刺 激 →p-〉 反 応 の 系 列 つ ま り主 体 的 な 人 間 性 を考 え な

けれ ば な らな い と批 判 され た.こ れ と同 じ立 場 か らの 修 正 と考 え て よ い.

この よ う な学 業 不 振 生 徒 の 存 在 に対 して 現 在 ま で ど の よ うな 対 策 が な され て き たか,つ

ぎ に こ れ につ い て考 え て み た い.

文 部 省 は昭 和43年12月17日 に 中学 校 の新 しい 学 習 指 導 改 訂 案 を 発 表 した が,こ れ は 昭 和

33年 に改 訂 され た学 習 指 導 要 領 が社 会 や科 学 技術 の 革新 とい う時 代 の 変 化 に対 応 で きな く

な っ た と い う理 由づ け で 六 三 制 教 育 体 制 への 反 省 の 前提 と しよ う と した もの で あ って,教

育 の 反 動 化 の さ きが け とな っ た と受 け と めて よ い.こ れ に 関 して 同年12月25日 の 改 訂 案 の

解 説24)の な か で,能 力 ・適 性 の 指 導 で 遅 進 児 の た め の促 進 学 級 に ふ れ て,こ れ らの 生徒 は

ボ ーダ ー ラ イ ンで 特 殊 に近 い もの で あ り,そ こ に は技 術 の指 導 が 必要 で あ る こ とを 強 調 し

て い る.こ れ は 明 らか に 中 学 校 の 教 室 の な か に存 在 して い る学 業 不 振 生 徒 に対 す る 特別 の

取 扱 い を 考慮 した もの で あ る・ ま さ に中 教 審 の 答 申 した 「後 期 中等 教 育 の 多様 化 に伴 い生

徒 の適 性 ・能力 ・環 境 に応 じて 適 切 な 進 路 を 選 択 させ る こ とが 必 要 に な る.そ の た め 中学

校 に お い て生 徒 の適 性,能 力 を 的 確 に は あ くす る方 法 を開 拓 す る と と も に綿 密 な観 察 を行

な い,そ の結 果 に 基 づ い て 適 切 な 指 導 を 行 な う必 要 が あ る25)」 を受 け た もの で あ る こ と は

明 らかで あ る.

同 時期 に麓26)は その 実 践 的立 場 か ら境 界 線 児 の 労 働 技 術 教 育 の 教 育 的効 率 化 の ため の 独

立 した技 術 学 校 の 設 置 を提 唱 して い る.こ れ は 六 三 制 普通 教 育 の ア カデ ミックな 傾 向 と,

他 方 で は従 来 の 職 業教 育 の 専 門 的傾 向 に 反 省 を 求 め な が ら普通 教 育 の 技 術 化,職 業 教 育 の
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一一一般 化 と い う教 育 と技 術 の新 しい 性 格 の 再 認 識 を 求 め た27)も の で あ るが ,単 線 型 化 され た

民 主 的 義 務 教 育 体 制 を 複 線 型 に逆 行 させ よ う とす る ため の 理 論 づ け に利 用 され る危 険 性 を

ひ そ め て い た.事 実,す で に実 験 学 校 と して 発 足 して い た神 戸 市 立 明 親 中学 校 と大 阪 市 立

旭 陽 中 学 校 は 「中 学 生 の 非 行 化 の 原 因 の ひ とつ に き らい な英 語,数 学 を進 学 学 級 生徒 とい

っ し ょに 教 え られ,学 校 ぎ らい に な り非 行 化 に走 る こ とが 反 省 され,こ の構 想 にな っ た28)」

と神 戸 市教 育 委 員 会 は 発 表 して い る.し か しこれ に対 して は 工 業 中学 校 の 出 現 で あ る とか,

義 務 教 育 違 反 で あ る と い う批 判29)が お き たの も当然 の と こ ろで あ る.

「期 待 され る人 間 像 」 が 中央 教 育 審 議i会に よ って 正 式 答 申 さ れ たの は 昭和41年10月31日

で あ った が,中 間 報 告 段 階 で さ ま ざ まの 批 判 が 続 出 した.す で に 昭和40年1月14日 に 日本

教 職 員 組 合 が 見 解30)を 発 表 して い るが,と くに 中等 教 育 につ い て は後 期 中 等 教 育 に関 して

で は あ るが,新 た な 普通 教 育 の 創 造 と して すべ ての 青 少 年 を対 象 と して 自然 と社 会 に 関 す

る科 学 の 基 本 を 中心 と して 芸 術 ・教 育 ・体 育 を包 含 した 専 門 基 礎教 育 と …般 教 育 との 統 一

の うえ に立 つ 新 たな_ilf%E==1通教 育の 確 立 を め ざ し,課 程 の 差別 防止 と して 分 化 の 時 期 をで き る

だ け お く らせ る こ と,教 科 日は 基 本 的 に共 通 で あ る こ と,中 学 に お け る現 行 コ ース 制 は 廃

止 す る こ と,い わ ん や職 業 中学 校 をつ く って は な らな い こ とな ど教 育 心 理 学 上 当 然 の こ と

なが ら形 式 陶 冶 説 に立 脚 した批 判 を お こ な って い る.

い っ た い 「適 性 ・能 力 に応 じて 」 と さ ま ざまの 場 面 で 単 純 に こ とば だ け が使 用 され て い

る が,具 体 的 に どの よ うな 規 準 を も って す るの か は 明 確 に述 べ られ て い な い.Sternの 輻

榛説 を まつ まで もな く,先 天 的素 質で あ るの か,後 天 的 獲 得 的 な 学 習 の 所 産 で あ るの か,

あ る い は これ らが どの よ うな か らみ あ い に よ るの か す ら軽 々 に判 断 す る こ とは で き な いの

で あ る.宮 原31)の い うよ うに 「ど ん な 方 法で 調 べ よ う と も これ ば か りは わ か らな い」 の で

あ る か ら少 な くと も 「分 化 の 時期 を お く らせ,か つ 分 化 を傾 斜 的 な ゆ るや か な もの 」 にす

る考 慮 が払 わ れ ね ば な らな い.Comenius以 来教 育 の 目的 とす る と こ ろは 全 人 間 的 に調 和

の とれ た発 達 で あ る.

た しか に 中学 校 に在 籍 す る学 業 不 振 生 徒 や 就 職 生 徒(能 力 的 にで あ る にせ よ,経 済 的 に

で あ るにせ よ)の 教 育 は 困 難 で あ る こ とは 事 実 で あ る.し か しそ こ に単 純 な理 由 づ けで 差

別 的取 扱 い の あ る こ とは ゆ る され な い.過 去 の 巾 学 校 教 育 の 歪 み を これ 以上 拡 大 生 産 す る

こ との な い 努 力 が な され ね ば な らな いの で あ る.

3.学 業不振 と非行

非行少年の学職別構成比を警察庁の統計32)にによって年次別にその推移をみるとつ ぎの

ようである.

有職,無 職少年の非行数が相対的に減少を示 しているのに対 して中学,高 校生の増加が

めだっている.し かもこれには中学生の触法少年はふ くまれていないので触法少年を加え

ると中学生の非行率はさらに増加することになる.ま た青少年の非行者のなかにしめる高

等学校以下の在籍者の割合33)をみるとつぎの通 りである(昭 和41年 度を100%と する).
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第3表 刑法犯少年学職別構成比の推移 (%)実 数
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第1図 刑法犯少年及び触法少年の学職別構成比の推移

(警察庁,昭 和50年 より作図)

中学,高 等学校生徒数の総体的な増加はあるにしても,全 非行少年数が減少しつつある

にもかかわらず学校在籍者の非行率は高い.前 章にみたように多数の生徒が学習について

いけない現状,さ らに昭和48年 度中の家庭裁判所に送致された対象少年の知能指数34)をみ

ても非行少年の知能指数の分布はnormalcurveを かなり下廻っていること等を考えると,

在学非行少年の知的能力は低いことが推測できる.

Kannerの 示している例35)では数万人の非行少年に対する知能検査の結果か ら知能指数

が通常の少年群よりも低かったことをみいだしており,そ の大多数が境界線上にあったと
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第4表 家庭 裁判 所 関 係 対 象

少年 の知 能 程 度(%)

1Q,110以 上6 .4

99-v10957.7

89以 『ド 』42.7

G7少 年 白井,昭49)

している.わ が国の少年院入所者の実情をみて も医療

少年院に送致される精神薄弱者を別として,普 通少年

院での教育が学力的教科学習で総合教科 として中学校

程度の教育を重視 しなければならない状態である36).

知能の低さ,学 力不振が直接非行に短絡するという

立証は困難である.そ れは非行を引きおこす原因が決

して単 一一的な ものではなくて情緒の問題がかなり大き

い影響を及ぼ していることか らである.非 行者の臨床例をみて も学業成績の低下による劣

等意識,怠 学による学業不振,家 族の要求水準の過大などによる挫折感などが幅較 してい

ることが理解で きる.橋 本37)は町田のつ ぎの結果を示 して学業不振生徒の適応状況の悪さ

を指摘している.

第5表 知能 と学業成績の比較か らみ た適応性得点(町 田)

知 能 以 上
の 成 績 群

.一ゴ剃校

1{エf学1'交59 .0

　
/」＼'学 校:80.6

知 能 並 み 知 能 以 下
の 成 績 群 の 成 績 群

61.OI48.3

ト
77.6j63.3

も っと もMussenの 引用 例38)に よ れば,非 行 の な い群 と非 行 群 とのStanford-Binet検

査 の 結 果 で は1Qで101.8対92と 大 差 は み られ な い し,他 の 研 究 者 も同様 の報 告 を して い

る と して 知 能 そ れ 自体 が 非 行 事 例 の 主要 な決 定 要 因 で あ る こ と は考 え られ な い と して い る

が,1Q平 均92と い う数 値 で あれ ば 精 神 薄 弱 者 で は な い に しろ学 業 不 振 を 引 き お こす 充 分

な 要 因 とな り得 るの で,必 ず し も彼 の い う と ころ を_r1-.{J定す る こ とは で き な い.む しろ学 業

不 振 を 治 療 す る こ とに よ って 行 動 一ヒの 問 題 が 消 去 され る事 例 の 多 い こ と を あげ た辰 巳の 指

摘39)に 注 意 す べ きで あ る.

学 業 不振 生徒 の 指 導 で 従 来 簡 単 に ま た 最 も多 く採 用 され て きた 方 法 は 能 力 別 学 級 編 成 で

あ っ た し,現 在 の と ころ これ に ま さ る適 切 な 手段 は み あ た らな い.し た が って これ に 関 して

はgroupingの 方 法 論 に つ い て 検 討 せ ざ るを 得 な い ・ 応 々 に してgroupingは 生 徒 自身 に

対 して の み な らず 父 兄 に 対 して も差別 感 を抱 かせ て き た.特 別 学 級 あ るい は 促 進 学 級 とい

う名 目で低 能 力 集 団 に編 入 され た チど もた ちが 劣 等 感 を深 め て い る こ とはschoolphobiaの

原 因 の ひ とつ にgrOupingが あ る こ と をみ て も明 らか な と こ ろで あ る.能 力 別 のgrouping

が 集 団 学 習 の す ぐれ た 方 法 で あ る と い う報 告 は 少 な い・ した が って も しgroupingを 採 用

す るの で あれ ば そ れ は 固 定 したgroupingで は な く,あ る教科,あ る学 習 の あ る過 程 に お い

て採 用 す るに とど め て お くの が よ い とす る もの40)が 多 い.特 殊 学 級 の 不 利 を学 業 不 振 児 を

普通 学 級 に お く 昔な が らの 習 慣 に も どす こ と に よ って 補 お う とす る こ と につ い て はPres.

cott41)も 「-rど もを そ の社 会 的 同 僚 とい っ し ょに お く こ とが 望 ま しい と い う こ とが 再 認 せ

られ,子 ど もが 読 み書 きを1年 生 で お ぼ え よ うが3年 生 で おぼ え よ うが それ は ア カデ ミッ

クな意 味で は 決 して生 死 の 問 題 で は な い とい う こ とを 認 め る範 囲 に お いて は この よ うな 方

法 は 多分 正 しい」 と述 べ て い る・ した が っ て 学 業 不 振 生 徒 の教 育 は 弾力 性 の あ る組 別 け

dynamicgroupingで あ るか,最 近 障 書 児 教 育で と りあ げ られ は じめ た 統合 教 育(integra-

tion)で な け れ ば な らな い ・ しか しどの よ う に して も 現 実 に学 業 不 振 生 徒 が 存 在 す る こ と

は 事 実 で あ り,し か も彼 等 が 少 年 非 行 につ な が って い く可 能 性 が極 めて 多 い と こ ろ に学 業
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不振生徒の問題があるといえる.

学業不振生徒として疎外された生徒たちはFreud的 な解釈をするならば,人 間的欲求

であるidが 上層に躍り出て衡動を引きおこす結果として不安をよぴおこす.こ の身体的

・心理的不安定性が生活環境の不安定と相乗的に作動 して非行が発生するのである.し た

がって社会自体が不安定であるほど青少年非行率は増加する.こ のようにして発生する青

少年非行の特色は成人犯罪と大きく異なった様相を呈 している.Cohen42)の 指摘するとこ

ろでは青少年非行は本人の気づかない問に,あ るいは集団のなかで発生 している.既 に述

べたように能力主義による選別教育体制のなかにあって順応できない生徒が衝動的に集団

で非行に走 る傾向を示すことは当然である.警 察庁の統計43)によって刑法犯少年の学職別,

罪種別構成比をみてもこれが理解できる.

第6表 刑法犯少年の学職別 ・罪種別構成比(%)

π
＼
＼i-

＼＼1窃

昭48年 度

盗 粗 暴 犯

中 学 生

高 校 生

大 学 生

81.7

74.2

62.6

11.9

17.0

18.6

昭49年 度

窃 盗 粗 暴 犯

各種学校生

80.1

76.5

70.2

79.7 11.4 81.2

13.4

14.9

13.9

11,0

(警察庁,昭 和50年)

この統計には中学生の触法少年は含まれてはいないのでその実質非行率はさらに高 くな

る・また・より遊び的非行 ・衝動的非行の傾向を示す代表的なものである万引きについて

いえば,そ の動機を熊本県警察本部は昭和48年1 .月から同年6月 までの調査統計で第7表

のように示 している.

第7表 万引 きの動機(%)

　

好 奇 心136.4

虚 栄 心 15.6

このように少年非行の極めて安易な他者追随的傾向,

被暗示的,雷 同的傾向がうかがわれる.自 己統制力の

弱い学業不振生徒が非行に走ることの多い理由が理解

できるものである.

誘 惑 13.1

付和 雷 同 11.6

模 倣 7.6

虚 勢 3.3

そ の 他12.4

(熊本県警本部,昭 和49年)

4.不 定着と非行

非行青少年のなかで職場不定着者が しめる比率はか

なり高い・次表は転職経験の有無と犯罪との関係を示

したものであるが,す べての罪名において転職経験者

の割合の高いことが知 られる.本 章ではこの関係を企

業規模と学歴とのかかわりのなかで考察してみる.

昭和50年 度の文部省学校基本調査44)によれば,昭 和

49年3.月 の 中 学 校 卒 業 者 総 数1624,000人 の う ち就 職 者 は126,000人 で 就 職 率 は7.7°oと な

って い る・ 就 職 者 の な か の 就 職 進 学 者 数 は41,000人 と就 職 者 の32.5°oを しめ,そ の 比 率 は

年 々 増 加 して い る・ これ は進 学 意 欲 の 向 上 と して 歓 迎 しな け れ ば な らな い反 面,定 時 制,

通 信 教 育制 高等 学 校 の 質 的,量 的 向 上 と,差 別 感 の 払 拭,さ らに職 場 で の 理 解 の 必 要 が あ

る こ とを 示 して い る.
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第8表 転 職 経 験 と非 行 (%),実 数
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(法務省法務総合研究所,1969)

第9表 新規 中卒者の就職状況の推移

区 分 卒 業

_._______」.___

p召禾040年3、 月卒

41

42

43

44

45

46

47

48

49

就 職 者

者 一一一一幽 … 一…一
就 職 者 数 就職進学者数

人
0

4

7

7

7

7

2

1

3

4

↑
6

3

4

4

3

6

2

6

4

2

3

1

9

8

7

6

6

5

5

6

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

人
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2

6

6

4

1

1

9
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6

r
2

2

4

8

2

7

2

7

4

2

6

5

4

3

3

2

2

1

1

1

F人%
46(7.4)

68(13.0)

64(14.3)

63(16.3)

60(18.5)

57(21.0)

53(24.0)

45(25.1)

41(28.3)

41(32.5)

就 職 率

%
26.5

24.5

22.9

20.9

18.7

16.3

13.7

11,5

9.4

7.7

(文部省学校基本調査,昭 和50年 度)
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奈良県は全国都道府県のなかでは高等学校進学率が高いグループに入 るのであるが,中

学校卒業者の就職状況を奈良県教育委員会の統計によってみても,中 学校卒業者の不変に

もかかわらず就職者と就職進学者の激減がめだっている45).

第10表 奈良県における中学校卒業後の状況

年 次 卒業者総数 就 職 者 就職進学者 無 職,他

昭 和45年

46

47

48

49

13,390

12,667

13,059

12,773

13,749

1,214

917

740

591

461

274

188

174

149

179

689

562

467

368

384

(奈良県教育委員会,昭 和50年)

全 国 的 な 産 業 別 就 職 状 況 を み る と製 造 業 が最 も多 く59.8°o,サ0ビ ス 業13.8°o,建 設 業

9.7°oと 第1次 産 業 の 減 少 と第2次,3次 産 業 部 門 の 増 加 が著 しい.奈 良 県 に お い て も こ

の傾 向 が み て とれ る46)・ も っ と も奈 良 県 の ば あ い は 隣 接 す る大 阪 市 の 企 業 へ の 就 職 が 多 い

ので 必 らず し も県 内 企 業 へ の 就 職 状 況 と は い い え な い.

第11表 奈良県中学卒の産業別就職状況

年 次 就儲 繊 農 業 鰯 護 水産漁業 鉱 業 建 設 業 製 造 業

昭 和45年
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(奈良県教育委員会,昭 和50年)

労働省の職業安定業務統計によって中卒者の就職の最 も多い製造業 とサービス業の内容

を検討すると高等学校卒業者の従業員29人 以下の企業就職者が7.9%に 対して中学卒業者

は20・8%と 零細企業への就職率が極めて高い.300人 未満の中小企業をとってみて も中学

卒業者は53.2%と 過半数をしめ,高 卒者は39.6°oである.

新規学卒者の就職状況を労働省統計47)によれば中卒者の就職紹介が高卒者に比較 して小

企業以下になっていることがわかる.

現在のわが国の小企業以下にしめる中学卒の比率は相対的に大きい.小 企業や零細企業

は経済的基盤に脆弱性をもちながら中学卒者を多量に必要とするという矛盾と,そ れ らの

受入れ体制の貧困が若年労働者の心理的不安をひきおこす原因をもっている.

現在の大都市に集中している零細企業は発生的にみれば,戦 後日本経済の高度経済成長

による大企業の異常な発展に随伴 して成長 してきたものであって,わ が国経済の二重構造
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第12表 新規学卒者の事業所別職業紹介状況(%)

区 分 総 数L騨1518酬3瓢100-v29930鰍 ⊥29倉L

新 規
中 卒 者

新 規
高 卒 者

昭46

昭47

昭46

昭47

100.0

100.0

100.0

100.0

22,8

-一 一 一 一i-一

13.8 10.3

19.0

30.5

13.8
}一

9.5

14.4 13.5

29.2113.O
l

i-一 一 一

18.2

19.1

18.4

i

14.720.2
i-一 一 一

15.3!23.3

12.4!19.7115.9
1

(労働省,昭 和48年)

14.29.O
l

9.9

の最下層を構成 している企業体である.い わば日本経済の後進性の象徴であり,多 くの矛

盾が象徴的に顕在化している.東 京は大卒,大 企業,大 阪は中卒,零 細企業ということが

一般化されているが,奈 良県のばあいをみても零細化がめだっている48).

第13表 奈良県の従業者規模別事業所数及び従業者数

＼
轍＼

昭和44年

昭和47年
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(総理府統計局,昭 和48年)

このような零細企業に就職する中学卒業者の実態についてつぎに考察する・

青少年労働者とくに義務教育終了後直ちに職業につ く低学歴者の職場不定着性は現在の

産業界の重要な問題であり,同 時に青少年自身にとっても大きい意味をもっている・中学

卒業者の離職がどの程度でありどのような理由によるものであろうか・

第14表 青少年労働者の企業別離職率(%)

区 分

計

1,000人 以 上

500～999人

300～499人

100～299人

30～99人

5～29人

昭 和47 年1昭 和48

20才 未満20～24才20才 未満20～24才

31.4

23.1

30.5

29.5

35.0

42,9

36.5

20.2

12.8

21,3

23.9

21.3

24,6

31.0

年 旨 昭

20才 未満

20.1

12,5

17.7

17.8

20.9

28.1

31.3

31.11

24.7

・,

26.3

35.3

38.5

37.2
._± 一一_

(肖 少 年 白 書,

和49年

20～24才

ト

18.827.5

12.720.5

15.225.1

21.833.4

23.51i31.5

24.1i35.2
　

24.9i32.6

i{召禾目50年)

労 働 省 の雇 用 動 向調 査 に よ れば 昭和49年 の離 職 青 少年 労 働 者 は1517,000人 で,昭 和49年

度 の1826,000人 を 下 ま わ って い る.こ れ は 調 査 対 象 産 業 の 全 労 働 者 の 離 職 者 数 で あ る4049,
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000人(離 職率17.4%)に 対 して20才未満が7.5%,20～25才 が30.0%と なっている.20

才未満が一般 もしくは20～25才 に比較して低率となっているが,こ れを企業別にみたのが

上記の表である.こ こで注意 しておかねばな らないのは労働省は従業員5人 以上の事業所

を調査対象産業としているところである.若 年低学歴労働者の就職先が零細企業と個人企

業に多いことから考えても20才未満労働者の離職実数はさらに増加する.

昭和44年3月 以降に中学校,高 等学校を卒業し,就 職後に離職 した者の離職状況調査を

昭和49年3、月末現在の統計49)によれば中卒者,高 卒者とも就職後1年 以内で約20%,3年

以内で約50%,5年 以内では約70%前 後の者が離職している.

策15表 新規学卒者の事業所規模別離職の割合(%)

区 分
昭和44年3月 卒

中 マく者 高 卒 者

1,。。ズ
500～999人

100～499人

30～99人

5～29人

4人 以下

71,8

65.1

70.6

73.6

76.3

74,9

84,2

67.8

57.5

64.4

69.2

72.7

77.6

84.0

昭和46年3月 卒 昭和48年3月 卒

中 卒 者 高 卒 者t中 卒 者 高 卒 者

47.1

37.6

41.8

50.1

54.8

53.2

61.0

44.7

35.6

42,1

46.9

49.1

57.5

70.8

19.1

11.8

14.8

21.6

24.1

22.8

35.2

16.8

11,8

14,9

17.4

18.7

25.4

36.0

(労働省,昭 和50年)

中卒者は高卒者よりも就職1年 以内に離職 しているものが多いことがわかる.さ らに事

業所規模別の割合では中卒者の離職の多くは従業員4人 以下の零細企業において高率であ

る.

第16表 新規中卒者及び新規高卒者の在職期間別離職の割合(%)

区
者卒高規新

撒鵬蒲癖秘
月

暗
B鷲

}4
招

酢
卒

煮

俄

進

4
3
一蟻

中

一婦
塑
寮

新

口
3

岬
卒

稲
月

昭
3

分

累計囎 難)
ごト

π卜

F
r

r
ト

に
ト

イ

イ

イ

ィ

イ

噌⊥

9
臼

つ
り

4

π
」

71.8

目20.1

目16.8

目113.1

目13.7

目18.2

61.3

19.5

16.1

12.5

13.2

47.1

19.0

16.0

12.1

34.8

19.7

15.2

19.1

19.1

67.8

22.5

15.6

11.9

10.4

7.4

57.4

19.4

14.5

12.8

10.7

44,7

16.7

15.4

12.6

32.6

18.4

15.2

16.8

16.8

(労働省,昭 和50年)

いったいわが国の 青年の什事に対する定着率は60.4%と 諸外国の青年に比較して高 率

の50)部類に属している.青 年層に限 らず,わ が国では一般に転職を否定的に考え,転 職が

多いと素行的にも精神的にも欠陥があるととられることが多い,永 年勤続が美徳とされて

いる風土である.こ れはわが国の企業が西欧諸国のそれに比べて共同体 としての機能が極

めて高いことが考え られる.共 同体においては人間関係の結合の強弱は接触の長 さと,密

度の濃厚さに比例する.接 触期間が大きい因子となっているのはわが国特有の年功序列制

度と,そ の企業体への貢献度の大きさ一職業一般あるいは技術 自体への貢献度ではなくそ
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の企業体に対するものであるところに特徴がある一 によって昇進,優 遇されることがこれ

を示している.し たがってある所属集団か らいったん外部に出るとそれ以後の人間関係の

再構成は極 めて困難であり,職 業活動に大きい損失を与える.ア メ リカ社会のように技術,

能率中心の近代的職業観はみ られない.密 度の濃厚さが因子となっているのは大阪商人の

伝統とされた衣食住を中心とする日常生活を完全に支配下におかれる丁稚制度にこれをみ

ることができる.そ こでは「ノレン分け」が唯…の独立であり,そ れ以外は「足が上る」と称

する解雇であってその職種か らの追放で しかなく,被 使用者のなにより恐れるところであ

った・これは古典上方落語の 「足上 り」に極めて巧妙に心理過程が語られている.ま た反

社会集団では 「破門」がそれ以後のその社会での生活基盤を完全に喪失させるものであっ

た・このような社会構造は資本主義経済の発達にもかかわらず共存している所にわが国の

零細企業の特色がある.社 会主義国の コルホーズ,ソ フホーズ,人 民公社,あ るいはイス

ラエルのキブツにみられる共同社会ではこのような現象は考え られない.そ れは社会全体

の展望のなかで評価され,規 定 されるので,一 企業のなかで個人の地位が著 しく不当にと

りあつかわれることはないからである.わ が国に転職意識が少ないのはこのような社会的

風土がもたらしたものである.

しかしその高い職業への定着度にもかかわ らず中学卒業者の不定着率が高いことはどの

ような理由によるものであろうか.つ ぎに若年労働者の不定着の原因について考えてみる.

まずいえることは小企業以下の低賃金を含めた労働条件の総体的低 さである.総 理府 統

計51)によると職業上の不満を上位か らみると次表のようになっている.

第17表 職 業 上 の 不 満

賃金や待遇がよ くないこと

働 ら く時間や休暇 に不満が あること

将来が不安定である こと

仕事の内容が 自分 に合 わないこと

上役の理解がない こと

仕事が単純す ぎてつま らないこと

自分の意見が生かされないこと

不公平に扱われる こと

同僚 とうまくいかない こと

不明,そ の他

C°o)

39.2

32.8

21.1

20.8

20.6

19.9

18,6

9.3

6.4

12.0

(総理府,昭 和51年)

青少年は賃金を含めて職場のあり方に不満をもっていることがわかる.し かもこの統計

は大企業を含めたすべての企業の統計であるため,条 件の劣悪な零細企業ではさらに多 く

の不満があることが想像できる.

これを企業側の態度からみるとどうであろうか.労 働省は年少者の労働保護については

労働基準法に基づいて監督 し,違 反事業所に対 しては処分を しているがその状況は第18表

の示すところである52).

違反の割合は対象事業所(場)の 過半数を超過 している.こ れ らの業種は青少年労働者

の比率が極めて多い業種で あることはさきに示したところである.な かで も保健衛生業に

違反事例が多発しているが,こ れは看護婦不足の現状を明確に示 しているとともに,年 少

婦人労働者への保護政策を一層徹底 しなければな らないことを意味 している.こ こで中学
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第18表 労働基準法に基づく監督実施状況

区 分

i

庭 規監督実施事
業場数

(a)

企 業 計

業

業

業

健
業

造

設

生

製

建

商

保
衛

圭

要

産

業

別

196,063

69,624

90,950

5,997

4,129

(a)のうち

法違反の
あ った事

業場数(
b)

133,439

49,535

58,845

3,956

3,339

の
事
割

00

獣
蔚

岡

法

あ
業
合

b
　a

67.4

71,3

64.7

66.0

80.9

年少労働者関係圭要事項別違反事業場数

労
働
時
間

884

544

57

79

111

休

日

最
低
年
令

深

夜

業

425

146

38

108

46

90

39

1

0

195

30

7

146

就
業
制
限

578

280

248

4

6

寄 宿 舎

規則 安定 衛生
届出 規準 規準

1,474

265

674

80

298

2,422

319

1,740

43

152

639

49

548

6

24

(労働省,昭 和48年)

卒業後看護助手として,ま た資格取得 して准看護婦として公的大規模病院と私立小病院ま

たは医院に勤務している者の筆者による面接結果について述べる.

共通 していえることは看護婦が医療技術者としては完全な評価を得ていないという点で

ある・彼女等は単に医師の補助員としての地位 しか与えられず,単 純労働に甘んじなけれ

ばならない不満をもっている.大 病院勤務者は階級制度から来る劣等感と勤務体制に夜勤

が多く,資 格取得のため看護学校に通学する時間の困難さを訴えており,小 病院,医 院勤

務者は職階制度上の不満はみられない.こ れは準看護婦,看 護助手が主体となっているこ

とが原因と考えられる.こ れは一面,大 病院以外は高等看護学校卒業の看護婦難であるこ

とを示している・小病院,医 院勤務者は単純労働,雑 用に使用されることが多く,本 来の

職務の遂行の困難 さを訴えている.こ れ らは他の業種において低学歴労働青少年の不満,

悩みと共通 したところが読みとれる.

・本 来の業務 よ り雑用 が多い

階級 制度 が きび しい

勤務 が きび しい

自分の時間 が少 ない

給料が低い

その他

で きれば他 の職場 に転 勤 したい

1020304050607080(/

大病 院勤務者N=36

崖喉 勤瀦N-41

第2図 準看護婦,看 護助手の不満(筆 者調べよ り作図)

しかし青少年労働者は前述 したように,こ のような形式的違反に対する不満もさること

ながら,こ の準看護婦,看 護助手の調査によってもみられるように,む しろ企業の体質そ

の ものに不満をもち,職 場への不定着を示 しているのである.
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現在の社会経済状態では賃金の低 さは必 らずしも中学卒業者のみの不満ではな く,全 労

働者に共通 した不満であり,む しろ中卒者はいわゆる 「黄金の卵」とされて求人難のため

に賃金は上昇の傾向にある.そ れでは彼等にとって何が不定着の要因となっているのであ

るか.こ こで考え られるのは前掲の不満の調査で第3位 にランクされた 「仕事の将来性の

なさ」と第5位 の 「上役の理解のなさ」である.彼 等は 「黄金の卵」として歓迎はされる

が,企 業の将来を背負い,妥 当な地位を与え られる 「人間の卵」として迎えられてはいな

い.安 価な労働力としての評価 しか与え られてはいないのである.

零細企業の日本的特質としてあげ られているものに前近代性と家内工業性,一 一族経営が

ある.労 働組合組織はなく,親分子分のタテ社会特有の直接接触的tangible53)な 封建的人

間関係が労働者を支配 している.わ が国の青年層に「心をうちあけて話せる友人がいない」

というヨコの連帯感欠除の悩みがある反面,「 上司との仕事以外の付 き合いを望む54)」と

いう前近代的タテ社会への没入の願望が同時にもたれている奇妙な思考形態があるのはこ

れを示 していると思われる.

昭和45年 に制定された 「勤労青少年福祉法」に基づいて46年 に策定された 「基本方針」

はこれ らの悩みに対処 しようとするものであるが,わ が国の企業体質の抜本的な改革,ひ

いては産業形態の改革がなければ形式だけの ものに終 ってしまう.大 阪市の零細企業地帯

では企業側が離職引きとめ策のひとつとして高賃金の提供や施設,宿 舎の改善,休 日の増

加,慰 安旅行の実施などをうちだしているがさして効果をあげているようにはみえない.

また彼等の不定着を主婦のパー トタイマー,学 生アルバイ ト,中 高年離職者,季 節労働者

の採用によって補おうとする傾向もあるが,こ れは応急的なr=段 としてだけではな く,か

えって若年労働者の雇用条件を圧迫することになり,問 題が根本的に解決されてはいない.

「勤労青少年フレンドシップセンター」が昭和49年 に北海道千歳市に設立され,50年 に

埼玉県に建設されているが,こ れを有効に利用で きる零細企業の肯少年労働者は極めて少

ないであろう.そ の大部分はヨコの連帯のないままにタテ社会の…員に組み込まれ,こ れ

らの不満,悩 みが潜在化 して離職に短絡する.

それでは離職がどのように非行に結びつくのであろうか.不 定着青少年が非行化する原

因を青少年の職場への不適応 とするか,職 場の不整備が原因で有職青少年の非行化が行な

われた結果不定着を引きおこすかのいずれかが 考え られる.前 者は青年の能力,tolerance

の不足,教 育訓練の欠除といった勤労青少年 自身の責任を意味 し,後 者は転職は個性に応

じた職業を選択で きる機会で あり転職を肯定することになる.こ れはアメリカをは じめ西

欧諸国の職業観と一致する.し かしわが国の労働事情はアメリカなどと根本的に異なって

おり,終 身雇用を原則 として特殊な職業を除いて途中就職の不利はまぬがれることはでき

ない.こ のような労働事情の下では転職肯定論は成立 しない.と するならば青少年の職場

不定着は職場自体のあり方に原因すると考えざるを得な くなる.

年少労働者の需給率を労働省統計55)にみると第19表 のようになる.

京浜 ・東海 ・京阪神の各地域が需要の中心地であり,北 海道 ・東北 ・北陸 ・山陰 ・四国

・九州 ・沖縄が主要供給地となっている.… 般論としていえば昔ながらの農山村地帯から

商工業地帯への流入というパ ターンは変っていない.高 学歴者のばあいはいわゆるUタ ー

ン現象がみ られるが,中 卒者にはこれがみ られない.大 都市の若年労働力は完全に流入青

少年に依存 しているのである.

京阪神に流入する青少年労働力はその供給地を量的順位からみると北九州 ・四国 ・山陰

・北陸 ・南九州となっている.こ れ ら地方か らの流入青少年の生活状態はどのようになっ
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第19表 新規中卒者及び新規高卒者の地域別需要率と供給率(%)
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関

関
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京
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京
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沖

分
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需 要 率 供 給 率
…
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48年

3月 卒

24.5

51.1

30.8

43.7

2.2

33.1

35.1

8.4

43.1

3.0

58.1

22,0

39.8

38.1

63.8

64.4

(労働省,昭 和50年)

ているか.大 阪市を中心 とした住込青少年労働者の構成比を調査するため,従 業員29人 以

下の事業所を4人 以下の零細企業と5人 以上の小企業にわけて無作為抽出し,ア ンケー ト

調査を行なった結果を推計すると第20表 の通りである.

第20表 住込青少年労働 者の構成比(%)

「

規 模

男

子

女

子

4人 以下

5～29人

4人 以下

5～29人

1
上「

1

製 造 業

41.6

19.3

37.2

17.8

卸小 売 業

58.3

29.S

61.3

28.2

(筆者調べ)

住込青少年労働者は4人 以下の零細企業に多 く,と くに大阪市の特色である卸小売業で

は男女共に過半数をこしている.大 都市への流入肯少年労働者は未だ前近代的労働形態を

温存する可能性の大 きい零細企業に住込という型式で就職 しているのである.

同時に調査した住込若年労働者の就職手段をみると,職 業安定所や学校紹介などの公的

あっせんによる者は47%,知 人,親 籍,友 人などの関係による縁故就職42%,雇 用主との

直接折渉による者7%と ・私的あっせんルートが半数をしめている.つ まり住込の若年労

働者はその半数が公的,客 観的な評価を受けた職場(そ の内容,実 態はともか くとして)

ではなく,私 的,個 人的な関係で就職 している.私 的ルー トが必 らず しも労働条件の劣悪
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を意 味 す る もの で は な く,あ るば あ い に はGemeinschaft的 な人 間 関係 を形 成 させ るか も

しれ な いが,多 くの 例 は 前 近 代 的経=営体 制 の 色 彩 が強 い.公 的 ル ー トに 乗 れ な い 職 場 が 私

的 ル ー トに依 存 して い るLL考 え ざ る を得 な いの で あ る.こ の よ うに大 都 市 の 零 細 企 業 に私

的 ル ー トで 就 職 した青 少 年 は 多 くの 不 満 と挫 折 感 を もち,そ れ を 解 消 す る方 途 の な い ま ま

不定 着 を示 す よ うに な る.

一 例 と して東 京 少年 鑑 別所 に 送 致 され た流 入 非 行 少 年 の 転 職 歴 をみ て み よ う56)・

一職

種

第21表

工 員

流入非行少年転職数(%)

転職 な し

転職1回

2回

3回 以上

計

79.8

8.3

3.5

8.3

100

・ 職 人

般1非 一 そゴ
1

27.9

19.8

17.4

34.9

100

iそ
一旨一∵

1

75.9

9.6

1.2

13.3

100

の 他

股1非 行

36.7

21.5

15.2

26.6

100

(東京少年鑑別所,昭 和41年)

非 行 少年 は職 種 を 問 わず1年 に3回 以 上 の 転 職 者 が 名 い.し か も これ らの 転 職 者 は 同…

系 統 の 転 業 へ の 転 職 で は な く,異 種 の 職 業 に 転 じて い る.Gemeinschaftと して の 地方 生

活 か ら単 身 で 住 込 と い う形 式 でGesellschaftの 大 ・都 市の 生 活 に 急転 回 した違 和 感 は,彼 等

に単 に物 質 的欲 求 か らだ け で な い不 定 着 と非 行 を犯 させ る.Maccoby57)の い って い る よ

う に青 少 年 非 行 の 発 生 率 は そ の 社 会 の 構 成 員 の 精 神 的背 景 が等 質 で あ る ほ ど低 い と す る な

らば,大 都 市 の 零 細 企 業 の 青少 年 の 孤 独 で 混 乱 した背 景 は全 く異 質 の 集合 で しか な い.青

少 年 非 行 は お こ るべ き 充分 な理 由 を も って い る ので あ る.

5。 青少年労働者の心理学的 「場」

甫少年 労 働 者 の 労 働 形 態 を 論ず る と き,環 境 か ら全 く遊離 して 抽 象 化 され た 労 働 者 像 を

論 じて み て も意 味iがな い.働 ら く青 少年 が 現 実 に 労働 し,生 活 して い る労 働 社 会 と して の

「場」 を 考 え,そ の 上で 彼等 の 労 働 態 度,離 職 問 題,生 活 意 識 な ど につ い て 「場 」 との 関

連 にお い て 全 体 的 に 論 じ られ な け れ ば な らな い.「 青少 年 労 働 者 は この よ う に考 え,こ の

よ う に働 らい て い る」 で は な く,「 この よ うな 環 境 に あ る青 少 年 労 働 者 で あ るか らこの よ

う に考 え,労 働 す る」 とい う と らえ か た が 必 要 で あ る.こ れ はGestalt学 派 が 人 間 行 動 を

と らえ る と きの 態 度 と同 じで あ る.

行 動(B)は 人(P)と その 環 境(E)と の 関数(f)で あ り,B=・f(P・E)の 定 式 が 立

て られ,PとEは 相 互 従 属 的 な 変 数 で あ る とす るLewinの 場 の 理 論58)に した が って 青 少

年 労 働 者 の 行 動 と意 識 につ いて 考 えて み た い.

f:
1=J少年 労 働 者 の 行 動 は 彼 と その 環 境 との 相 互 依 存 的要 因の 布 置 と して把 握 され な け れ ば

な らな い.相 互 に影 響 しあ う すべ て の 環 境 因子 と人 的 因 子 との 総 体 はLewinの い う生活

空 間(LSp)で あ り,行 動 は生 活 空 間の 関数 と してB===f(LSp)の 定 式 が成 立 す る.生 活

空 間 は人 闇の 非 物 理 的要 因の 総 体 で あ る行 動 を規 定 す る.そ こで彼 等 の 生活 空 間 を 労 働 生

活 環 境 と い う コ トバ に お きか え て,そ れ を発 生 的,構 造 的 に 模 式 化 して み る とつ ぎの よ う

に 図示 で き る.
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E地 域社会

S地 域産業構造

L、零細企業労働者

L2中 小企業労働者

L3大 企業労働者

小円は労働生活環境

第3図 労働生活環境の場

それぞれの職場に働 らく労働者は所属する労働生活環境によってその労働形態,意 識が

決定される.第3図 に示 したL1,L2,L3の 労働 者は労働生活環境が異なるが故に異なっ

た労働形態と意識をもつ.ま た労働生活環境は地域産業構造(S)か らの制約を受け,同

時に地域産業構造は地域社会(E)に よって性格づけられている.奈 良県のばあいをみる

と開発による産業近代化(E)に よって昭和工業団地が造成 され,大 和郡山市が県総出荷

額の29.6%59)を しめる大企業の進出を来 した反面,地 場産業の奨励策(E)に より皮革,

繊維の小,零 細企業も中和地域 において生産量が高いという産業構造(S)を 示 している.

さらに各企業はその規模によってE,Sか ら程度の異なった総体的な圧力を受けている.

前章にも述べたように労働者の募集にしても零細企業は公的ルー トに乗れないし,金 融,

税制の面で も劣悪な状態におかれ,社 会的評価でも大きい格差が存在 している.こ れは模

式図で矢印の太さによって示 した.ま た企業間において圧力が加え られている.大 企業は

中小企業と零細企業に,中 小企業は零細企業にたとえば下請の買いたたき,値 引きといっ

た形式で しわよせが行なわれ,零 細企業は圧力の集中した存在とな らざるを得ない.

これに対 して企業の防衛障壁はどうであろうか.大 企業は確立された経済基盤,強 固な

労働組合組織 福祉施設によって完壁に保護されているのに対し,零 細化するほど企業と

労働者に対する防衛障壁は弱体である.こ れは模式図の労働者Lを 囲む円の太さで図示し

た・ここでは企業の経済力を論ずる場ではないので,労 働者の防衛障壁について考えたい.

労働基準法の実施状況や休日数の増加,機 械化等によって労働者の総実動労働時間数は

減少しているが,な お規模が零細化するにつれて時間数は多くなる.第21表 は5人 以下は

示されていないが推測すればさらに多くなると考え られる.

厚生面においては労働者の余暇利用に対する援助の格差は著 しい.零 細企業では全 くみ

られないが規模が大きくなるにつれて厚生対策が留意されていることは第22表60)で知るこ

とができる.

この表に100人 未満の企業で慰安旅行が多いのは設備,援 助の不足を年に一,二 回の旅

行によって代替 している小企業の姿勢を明らかに示している.

健康保険制度において も格差は著しい.零 細企業では国民健康保険に依存せざるを得な



116 奈 良 大 学 紀 要 第5号

策22表 規模別月間労働者総実働時間数(製 造業)

総

500人 以上

実 労 働 時 間 数
1

100～499人130～99人
旨

昭301

33

35

36i

37i
38

39

40

1

190.9

192.5

200.3

197.6

192,6

190.8

192.2

186.4

199.6207.2

202.2210.7

207.9215.3

204.5210.0

199.6205.3

198.5203,8

195.7'198.5

193.4197.7
-一」一,一_一__._

5～29人

211.2

215.2

211.9

207.5

204.6

204.7

200,5

(労働省,昭 和41年)

第23表 企業別規模別 にみ た文化体育 レク リエーシ ョン活動 の実施状況(%)

∵ ∵ 規 開11・ 蝋i3・ ・-499や …-2999人5,000人 以上

文化体育活動総括組織

レク リエーシ ョン相談室

パ ンフ レットの発行

社会文化団体への加入

文 化サークルへの補助 金

体育サークルへの補助金

教養教室の開設

体育祭(大 会)

文化祭(大 会)

慰 安 旅 行

慰 安 演 芸 会 旨

23.5

11.8

11.8

23.5

8.8

5.9

2.9

85.3

11.8

41.8

8.8

"3
.8

旨11.3

65.1

71.7

36.8

12.3

'9
.4

1
・…

23.6

59.584.3

7.815,7

9.120.3

22.094.5

80.6192.9

84.867.7

56・Oi66・9

59.134.6

26.263.0

64,11,60,6

36.643.3

(日経連,昭 和50年)

いし,小 企業でも政府管掌であり,大 企業の組合管掌とは診療内容 もある程度の差がみら

れることは事実である.大 企業組合や公務員は互助組合制度によって扶養家族の自己負担

さえ補助 しているのに,国 民健康保険では加入者す ら自己負担を強いられている.

労働者の防衛障壁である労働組合の組織率はここでは論ずる余裕がないが,零 細企業に

おいては約85%が 未組織である.こ れは零細企業に特有の自ら生産手段をもつ資本家であ

ると同時に労働者とともに働らき,大 中企業経営者のように他人の剰余価値を得るもので

ないという特殊性にもよる.大 阪市の零細企業密集地域で新興宗教が急激な広がりを示 し,

これがひいては中間政党を躍進 させた例があるが,巨 大労働組織か ら疎外された零細企業

労働者が宗教に依存 しなければならない防衛機制の貧困さを示す好例といえる・

つ ぎに労働者の側からはそれぞれの労働の場をどのようにとらえているであろうか.所

属する 「場」との密着度,換 言すれば忠誠心(fidelity)ま たは同 一一性(identity)を 零細

企業と大企業の労働者について無作為抽出で回答を求めたのが次表である・

労働者の志気が労働の 「場」と労働者の密度に比例する限り,零 細企業労働者の志気は

低いといわねばな らない.零 細企業労働の 「場」は外部の圧力に加えて内部構造からも刺

激を受けている.こ のような場に労働する青少年労働者に,,(..1_事への使命感と企業への忠誠
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策24表 企 業 へ の 密 着 度(人)

礪 企業に対する意識}大 企 業1 零細 企業

自分た ちの企業 に誇 りをもつ

企業のよ り発展 を願 う

企業の…員と して満足 している

生活の 手段 と して就職 している

他 の企業 が うらや ましい

倒産,解 雇 を恐れ る

無 回答,そ の他

*重 複 回答 あり

庁
0

1

ρ0

0
0

〔
U

り
白

2

2

つ
σ

に
」

1

1

2

to

5

38

25

19※

21

度を強制する単純な労働観は意味をもたない・彼等にとってより重要なことは 自己の「場」

に存在する矛盾,非 人間性,不 合理の追求であらねばな らない.

6.結 語

中等教育の社会的圧力による歪みが学力不振を生み,産 業構造の立ち遅れが零細企業に

おける青少年労働者の不安着を生 じさせ,こ れらが非行 につながるおそれのあることを統

計的にみてきた・学業不振や不定着が非行の絶対的要因であると断定する確証もないし,

このような条件におかれなが ら反社会集団への否定的同一…性を求めない青少年 も存在 して

いる・さらにpersonalityの 偏碕,精 神医学的障害,readinessの 問題 も考えねばならない

ことはいうまで もない.し かし教育基本法と労働基準法以前の問題があることも諸統計の

示 しているところである・青少年の能力的,性 格的負因を充分認めなが らも,社 会構造か

ら非行に至る機制をより重視することがなければ今後の青少年対策は無意味である.
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Summary

EducationsysteminJapanwhichwasreformedafterWorldWarIIhasbeen

changinggraduallyalongwiththesocialcondition .Especiallythechangeinthe

lowersecondaryeducationisnoticeable .

Juniorhighschoolshavebecomepreparatoryschoolsforentranceexaminations

forseniorhighschools,andasaresult,thosestudentswhowanttofindemployment

areleftoutinthecold.]Moreoveraboutahalfofthestudentscannotdigestthe

materials.Insuchasituationthestudentswhohavepoorgradesareleftaloneand

theyoftentendtocommitcrimes.Nowwecannotexpectanydecreaseinjuvenile

delinquencieswithoutreformingthesecondaryeducationsystem .

Furthermorethosewhohavefoundemploymentsoonaftergraduatingfromjunior

highschoolhavebadlaborconditionsandtheycannotfindpositionsexceptinsmall

enterprises.Eveniftheycouldfindpostinabigenterprise,theywouldbeforced

toholddegradedpositions.Sincetheyseenofutureintheirjobs,manywillleave

theirfirm.Andanumberoftheseyoungpeoplecommitcrimesinmanycases .

Thus,itishighlynecessarytoimprovesuchacharactoroftheseenterprises .

Inthispapertheauthorchieflydealswiththoseproblemsbyreferringtothe

GovernmentStatisticsandattemptstoshedlightonthoseproblemsfromapsycho-

logicalangle.


